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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒状のケーシングと、このケーシングの開口部の内部に配置されて、当該開口部を開
閉するシャッター部材と、前記シャッター部材を開閉駆動する駆動装置とを備え、前記開
口部が遊技機の正面側を向くように取り付けられる遊技機用役物であって、
　前記シャッター部材は、外周形状が前記開口部の形状に合致する円盤形状を形成するよ
うに分割構成した複数の短冊状部材のそれぞれに前記ケーシングに軸支される軸部を取り
付けて構成された複数のシャッター小片を組み合わせて構成され、
　前記複数の短冊状部材のうち、前記分割構成により１つの辺が形成された短冊状部材に
は、その辺の略延長線上に前記軸部が一体的に取り付けられ、前記分割構成により辺が２
つ形成された短冊状部材には、その短冊状部材の２つの辺のうち長い辺側の略延長線上に
前記軸部が一体的に取り付けられ、
　前記複数のシャッター小片は、互いの前記軸部が平行となるように前記開口部の内部に
配置されると共に、前記軸部の略延長線上にある辺が下側を向くようにして配置される第
１シャッター小片と、前記軸部の略延長線上にある辺が上側を向くようにして配置される
第２シャッター小片とで構成され、
　前記シャッター部材は、前記第１シャッター小片の短冊状部材と前記第２シャッター小
片の短冊状部材とが平伏した閉じ位置と、この閉じ位置にある前記第１シャッター小片の
短冊状部材と前記第２シャッター小片の短冊状部材とが互いに向かい合うように起き上が
る開き位置との間で回動し、
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　前記駆動装置は、１つのソレノイドと、このソレノイドの駆動力を前記シャッター部材
に伝達するリンク機構とを備え、
　前記ソレノイドを励磁と非励磁とに切り替えることにより、前記第１シャッター小片お
よび前記第２シャッター小片が前記閉じ位置と前記開き位置とに選択的に切り替わるよう
構成され、
　前記ソレノイドは、その可動鉄心が前記ケーシングの軸方向に対して直交する方向に出
没するように取り付けられ、
　前記リンク機構は、一端側が前記ソレノイドの可動鉄心と連結されると共に鉛直軸回り
に回動自在に支持されるサブアームと、一端側が前記サブアームの他端側と係合し、他端
側が前記第１シャッター小片の軸部側および前記第２シャッター小片の軸部側と係合する
メインアームと、を備えて構成され、
　前記可動鉄心の出没動作に伴って前記サブアームが前記鉛直軸回りに回動し、前記サブ
アームが回動することで前記メインアームが前記ケーシングの軸方向に移動し、前記メイ
ンアームが移動することで前記第１シャッター小片および前記第２シャッター小片が回動
する
　ことを特徴とする遊技機用役物。
【請求項２】
　請求項１の記載において、
　前記複数のシャッター小片は、同一形状からなる一対のシャッター小片を複数組備え、
　これら複数組のシャッター小片のうち、それぞれの対の一方により前記第１シャッター
小片の群が形成され、それぞれの対の他方により前記第２シャッター小片の群が形成され
、
　前記第１シャッター小片の群と前記第２シャッター小片の群とは、前記開口部の中心線
を対称軸として線対称となるように配置される
　ことを特徴とする遊技機用役物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球を用いて遊技を行うパチンコ機やメダルを用いて遊技を行うスロット
マシンなどの遊技機に用いる役物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機やスロットマシンに代表される遊技機には、遊技者に遊技結果を示唆する目
的、その他の遊技に係る演出として用いる目的で可動役物が設けられることが多い。可動
役物は、遊技が開始されたとき、遊技の途中などに可動する。そして、可動役物が可動す
る様子を見て、遊技者は、大当たりの可能性が高いのではないかと一喜一憂しながら遊技
を楽しむのである。この可動役物の一例として、特許文献１に示すような技術が開示され
ている。
【０００３】
　即ち、特許文献１に記載の可動役物は、パチンコ機に適用されるものであって、サーチ
ライトをイメージした構成となっている。具体的には、３枚のフラップ（シャッター小片
）で構成されたシャッター部材がサーチライト毎に前面に配設されており、３枚のフラッ
プが一斉に開くとＬＥＤの光が遊技者に届き、フラップが閉じるとＬＥＤの光が遮断され
るような構成となっている。この従来技術によれば、フラップの開閉動作により大当たり
の可能性を示唆できるので、従来にはない面白い演出を行うことができる。
【０００４】
　また、特許文献２に記載の可動役物も、特許文献１と同様なシャッター板（シャッター
小片）が開閉する構造となっている。具体的には、３枚のシャッター板が箱形状の第２装
飾部材（ケーシング）の内部に回動可能に取り付けられており、シャッター板の後方には
ＬＥＤが設けられた構成となっている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－８１５２５号公報（段落００２５～００３２、図４、図５
等）
【特許文献２】特開２００８－２０６５３３号公報（段落００１３、００１４、図３等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、近年は液晶表示装置が大型化してきており、例えばパチンコ機の遊技盤
に大きな液晶表示装置を取り付けると、残りの限られたスペースに可動役物を取り付けな
ければならない。そのため、可動役物はなるべく小型化する必要があるが、特許文献１お
よび特許文献２の可動役物は、矩形箱形状の装飾部材（ケーシング）にフラップやシャッ
ター板が取り付けられた構成となっているので、同径の円筒状のケーシングに比べて４つ
の角部の部分だけ大きくなってしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記した実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、シャッター小片が
開閉する構造の可動役物を円筒状のケーシングに収容できようにして小型化を図ることに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は、円筒状のケーシングと、このケーシングの開口部
の内部に配置されて、当該開口部を開閉するシャッター部材と、前記シャッター部材を開
閉駆動する駆動装置とを備え、前記開口部が遊技機の正面側を向くように取り付けられる
遊技機用役物であって、前記シャッター部材は、外周形状が前記開口部の形状に合致する
円盤形状を形成するように分割構成した複数の短冊状部材のそれぞれに前記ケーシングに
軸支される軸部を取り付けて構成された複数のシャッター小片を組み合わせて構成され、
前記複数の短冊状部材のうち、前記分割構成により１つの辺が形成された短冊状部材には
、その辺の略延長線上に前記軸部が一体的に取り付けられ、前記分割構成により辺が２つ
形成された短冊状部材には、その短冊状部材の２つの辺のうち長い辺側の略延長線上に前
記軸部が一体的に取り付けられ、前記複数のシャッター小片は、互いの前記軸部が平行と
なるように前記開口部の内部に配置されると共に、前記軸部の略延長線上にある辺が下側
を向くようにして配置される第１シャッター小片と、前記軸部の略延長線上にある辺が上
側を向くようにして配置される第２シャッター小片とで構成され、前記シャッター部材は
、前記第１シャッター小片の短冊状部材と前記第２シャッター小片の短冊状部材とが平伏
した閉じ位置と、この閉じ位置にある前記第１シャッター小片の短冊状部材と前記第２シ
ャッター小片の短冊状部材とが互いに向かい合うように起き上がる開き位置との間で回動
し、前記駆動装置は、１つのソレノイドと、このソレノイドの駆動力を前記シャッター部
材に伝達するリンク機構とを備え、前記ソレノイドを励磁と非励磁とに切り替えることに
より、前記第１シャッター小片および前記第２シャッター小片が前記閉じ位置と前記開き
位置とに選択的に切り替わるよう構成され、前記ソレノイドは、その可動鉄心が前記ケー
シングの軸方向に対して直交する方向に出没するように取り付けられ、前記リンク機構は
、一端側が前記ソレノイドの可動鉄心と連結されると共に鉛直軸回りに回動自在に支持さ
れるサブアームと、一端側が前記サブアームの他端側と係合し、他端側が前記第１シャッ
ター小片の軸部側および前記第２シャッター小片の軸部側と係合するメインアームと、を
備えて構成され、前記可動鉄心の出没動作に伴って前記サブアームが前記鉛直軸回りに回
動し、前記サブアームが回動することで前記メインアームが前記ケーシングの軸方向に移
動し、前記メインアームが移動することで前記第１シャッター小片および前記第２シャッ
ター小片が回動することを特徴としている。
【０００９】
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　本発明によれば、複数の短冊状部材のうち、分割により１つの辺が形成された短冊状部
材には、その辺の略延長線上に軸部が一体的に取り付けられ、分割により辺が２つ形成さ
れた短冊状部材がある場合には、その短冊状部材の２つの辺のうち長い辺の略延長線上に
軸部が一体的に取り付けられているので、短冊状部材がケーシングの内壁と干渉すること
がなく、シャッター小片を円筒状のケーシングの開口部の内部で軸部回りに回動させるこ
とが可能となる。
【００１０】
　具体例を挙げて説明すると、図１４に示すシャッター小片６５ｃの軸部６２ｃが、仮に
短冊状部材６１ｃの短い辺の略延長線上に設けられていたとする（つまり、軸部６２ｃの
位置がシャッター小片６５ｂの方に上がったとする）と、その仮の軸部６２ｃを中心とし
てシャッター小片６５ｃを回すと、短冊状部材６１ｃのうち仮の軸部６２ｃの反軸部側の
両角部がケーシング５０の内壁にぶつかってしまうので、僅かしか回動しなくなってしま
う。ところが、本発明の如く構成すれば、短冊状部材６１ｃの長い辺の略延長線上に軸部
６２ｃが設けられるので、反軸側の両角部がケーシング５０の内壁にぶつかるといった不
具合はないのである。
【００１１】
　しかも、本発明の複数のシャッター小片は、互いの軸部が平行となるように開口部の内
部に配置されると共に、軸部の略延長線上にある辺が下側を向くようにして配置される第
１シャッター小片と、軸部の略延長線上にある辺が上側を向くようにして配置される第２
シャッター小片とで構成されているため、シャッター部材が閉じ位置にある状態では全て
のシャッター小片の短冊状部材によって開口部の形状と合致する円盤状部材が形成される
ので、全ての短冊状部材によって開口部が塞がれるようになる。また、シャッター部材が
開き位置にある状態では、短冊状部材間に隙間が生じるので、この隙間から開口部の内部
を視認することができるようになる。
【００１２】
　このように、本発明は、複数のシャッター小片を開閉自在に円筒状のケーシングの内部
に収容することができるため、箱状のケーシングにシャッター小片を収納するのに比べて
４つの角部の分だけ小型化が図れるのである。さらに、本発明によれば、ソレノイドを用
いることにより駆動装置を小型化できるうえ、構成が単純となりコストダウンが図れる利
点がある。
【００１３】
　また、上記構成において、前記複数のシャッター小片は、同一形状からなる一対のシャ
ッター小片を複数組備え、これら複数組のシャッター小片のうち、それぞれの対の一方に
より前記第１シャッター小片の群が形成され、それぞれの対の他方により前記第２シャッ
ター小片の群が形成され、前記第１シャッター小片の群と前記第２シャッター小片の群と
は、前記開口部の中心線を対称軸として線対称となるように配置されるのが好ましい。構
造が簡単となり、共通パーツが増えることから、コストダウンが図れるうえ、小型化する
ための設計が容易となるからである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、円筒状のケーシングの内部にシャッター小片を開閉自在に軸支できる
ため、可動役物を小型化でき、しかもコストを抑えるうえでも非常に有効なものとなるの
である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態例に係る遊技機用役物が搭載されるパチンコ機の外観斜視図
である。
【図２】図１に示すパチンコ機のガラス扉を開放し、遊技盤を外した状態の外観斜視図で
ある。
【図３】図１に示すパチンコ機の遊技盤の正面図である。
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【図４】図１に示すパチンコ機の背面図である。
【図５】図１に示すパチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態例に係る遊技機用役物の外観斜視図であって、シャッター部
材が閉じた状態であることを示す図である。
【図７】図６に示す遊技機用役物の正面図である。
【図８】図６に示す遊技機用役物の平面図である。
【図９】図６に示す遊技機用役物の右側面図である。
【図１０】図７に示す遊技機用役物のＸ－Ｘ断面図である。
【図１１】図７に示す遊技機用役物のＹ－Ｙ断面図である。
【図１２】図１０に示す遊技機用役物のＺ部分を拡大した部分拡大図である。
【図１３】図６に示す遊技機用役物のうちケーシングを取り外した状態の外観斜視図であ
る。
【図１４】図１３に示す遊技機用役物の正面図である。
【図１５】図１３に示す遊技機用役物の平面図である。
【図１６】図１３に示す遊技機用役物の右側面図である。
【図１７】本発明の実施の形態例に係る遊技機用役物の外観斜視図であって、シャッター
部材が開いた状態であることを示す図である。
【図１８】図１７に示す遊技機用役物の正面図である。
【図１９】図１７に示す遊技機用役物の平面図である。
【図２０】図１７に示す遊技機用役物の右側面図である。
【図２１】図１８に示す遊技機用役物のＸ’－Ｘ’断面図である。
【図２２】図１８に示す遊技機用役物のＹ’－Ｙ’断面図である。
【図２３】図１７に示す遊技機用役物のうちケーシングを取り外した状態の外観斜視図で
ある。
【図２４】図２３に示す遊技機用役物の正面図である。
【図２５】図２３に示す遊技機用役物の平面図である。
【図２６】図２３に示す遊技機用役物の右側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、発明の実施の形態例について図面を参照して説明する。まず最初に、本発明の実
施の形態例に係る可動役物（遊技機用役物）ＳＹが搭載されるパチンコ機Ｐについて説明
すると、図１および図２に示すように、パチンコ機Ｐは、遊技場の島設備に設置される縦
長方形状の機枠１と、機枠１に扉状に開閉自在に取り付けられた前面枠２と、前面枠２の
内側に収容された遊技盤３と、前面枠２の前面に扉状に開閉自在に取り付けられ、中央に
大きく開口部８が形成されたガラス扉４と、このガラス扉４の開口部８に取り付けられた
透明なガラス板１０と、前面枠２の下側に開閉自在に配設され、遊技球を収容する受皿５
を有する前面ボード６と、前面枠２の下部に設けられた発射装置（図示せず）と、前面ボ
ード６に取り付けられたハンドル７等を具備している。さらに、ガラス扉４の上部にはス
ピーカ２０が左右に１個ずつ取り付けられており、遊技に関する様々な効果音を発してい
る。
【００１８】
　また、図４に示すように、このパチンコ機Ｐは、背面側に、主制御処理部１１と、副制
御処理部を構成する演出制御処理部１２ａ、特別図柄表示制御部１２ｂ、ランプ制御処理
部１２ｃ、および普通図柄表示制御部１２ｆと、払出制御処理部１２ｅと、発射制御処理
部１３と、賞球払出装置１４等を備えている。
【００１９】
　次に、遊技盤３は、図３に示すように、その盤面（前面）に遊技領域３１を有しており
、前面枠２に遊技盤３が装着された後には、ガラス板１０から遊技領域３１が観察できる
ようになっている。遊技領域３１は、遊技球を滑走させるガイドレール３２と遊技球規制
レール３３によって略円形状となるように区画形成されており、発射装置９によって打ち
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出された遊技球はこの遊技領域３１内を流下する。また、遊技領域３１内には、本発明の
実施の形態例に係る可動役物ＳＹが設けられるほか、演出表示装置３４、スルーチャッカ
２１、電動チューリップ４９、ステージ３６、始動入賞口３７、一般入賞口３８、アウト
口３９、遊技釘、風車、アタッカー装置４１等の各種部品が設けられている。
【００２０】
　遊技盤３に取り付けられたこれらの各種部品について簡単に説明を加えると、まず、演
出表示装置３４は、始動入賞口３７に遊技球が入賞することを契機に行われた特別図柄に
係る電子抽選の結果に基づいて所定の演出態様を表示（演出用の図柄を変動表示）するも
のであって、液晶表示器が用いられている。また、可動役物ＳＹは、詳しくは後述するが
、演出表示装置３４の右側部に３個設けられ、演出表示装置３４と連動して可動する装置
である。スルーチャッカ２１は、遊技球が通過可能なゲート構造を成しており、その内部
には遊技球が通過したことを検知する磁気センサタイプのスルーチャッカ検知センサ４６
（図５参照）が内蔵されている。このスルーチャッカ２１を遊技球が通過したことを契機
に普通図柄に係る電子抽選が行われ、当選すると電動チューリップ４９が一定時間開放す
ることとなる。その電動チューリップ４９は、始動入賞口３７の入口に設けられ、遊技盤
３の面に直交する軸を中心に回動する一対の羽根部材を備えており、ソレノイドに通電が
なされると一対の羽根部材が互いに離れる方向に回動して、始動入賞口３７の入口を拡大
するようになっている。
【００２１】
　また、ステージ３６は、演出表示装置３４の下方に配置されており、遊技球が転動しな
がら一時的に滞在する構造物である。このステージ３６の中央には溝が形成されており、
この溝の真下の位置には始動入賞口３７が配されている。そのため、溝から落下した遊技
球は、高い確率で始動入賞口３７へと導かれる。アタッカー装置４１は、始動入賞口３７
に遊技球が入賞することを契機に行われる特別図柄に係る電子抽選の結果、大当たりとな
って大当たり遊技に移行した場合に所定回数開放される装置である。このアタッカー装置
４１が開放すると、大入賞口４２が露呈し、そこに遊技球が入賞することで多くの賞球が
獲得できるようになっている。また、一般入賞口３８に遊技球が入賞すると、所定個数の
遊技球が賞球として遊技者に払い出される。そして、始動入賞口３７や一般入賞口３８に
入らなかった遊技球は、アウト口３９から回収される。なお、始動入賞口３７、一般入賞
口３８、大入賞口４２の内部にはそれぞれ遊技球の通過を検知するためのセンサ４３、４
４、４５（図５参照）が設けられている。
【００２２】
　次に、前面ボード６には遊技球を収容するとともに、外部に排出可能な受皿５が取り付
けられている。この受皿５は、遊技者が投入した遊技球を収容するだけでなく、賞球払出
装置１４から賞球として払い出された遊技球も収容可能となっている。また、遊技球を遊
技領域３１に向けて発射するための発射装置９が前面枠２の下部に取り付けられており、
受皿５に収容されている遊技球がこの発射装置９に１個ずつ供給される。そして、前面ボ
ード６の右下に取り付けられたハンドル７を回動させると、その回動量に応じた発射強度
で発射装置９が遊技球を遊技領域３１へと発射することができるようになっている。また
、図１に示すように、受皿５の側部には、遊技者が押下操作するタッチボタン６０が設け
られている。
【００２３】
　主制御処理部１１は、遊技盤３の裏面に支持部材等を介して設けられている。この主制
御装置１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）と、予め定められた制御プログラム
を格納するＲＯＭ（Read Only Memory）と、生成された処理情報の一時記憶及び記憶した
情報の削除を行うＲＡＭ（Random Access Memory）等とにより構成されている。このＣＰ
ＵがＲＯＭに格納された各種プログラムやデータを読み込んで実行することにより、遊技
に関する主要な処理が行われる。
【００２４】
　具体的には、始動入賞口３７に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄に係る電子抽選
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を行う特別図柄抽選部１１０と、この特別図柄抽選部１１０が判定した抽選結果に応じて
特別図柄を決定する特別図柄決定部１２０と、変動パターンコマンドを決定するための変
動パターンコマンド決定部１４０と、特別図柄抽選部による抽選結果の判定が大当たりと
なった場合にアタッカー装置４１（のソレノイド）を作動させて大当たり遊技に移行する
大当たり遊技制御部１６０と、スルーチャッカ２１を遊技球が通過したことを契機に普通
図柄に係る電子抽選を行う普通図柄抽選部１７０と、電動チューリップ４９の作動を制御
する電動チューリップ作動制御部１８０と、を備えて主制御処理部１１は構成されている
。
【００２５】
　続いて、主制御処理部１１からの指令（コマンド）を受けて各種装置を制御する副制御
処理部について簡単に説明すると、副制御処理部を構成する演出制御処理部１２ａ、特別
図柄表示制御部１２ｂ、ランプ制御処理部１２ｃ、および普通図柄表示制御部１２ｆは、
遊技盤３の裏面に支持部材等を介して設けられており、主制御処理部１１が生成した処理
情報に従って、演出表示装置３４やスピーカ、その他の演出装置（ＬＥＤ装置など）など
の制御を行っている。なお、払出制御処理部１２ｅ、および発射制御処理部１３は前面枠
２の裏面下部に設けられている。
【００２６】
　演出制御処理部１２ａは、主制御処理部１１からのコマンドを受けて、演出表示装置３
４に表示する画像を決定したり、決定した画像を所定のタイミングで表示したりといった
制御を行っている。加えて、この演出制御処理部１２ａは、所定のタイミングで可動役物
ＳＹを可動させるよう動作の制御も行っている。また、特別図柄表示制御部１２ｂは、主
制御処理部１１の特別図柄決定部１２０が決定した特別図柄のコマンドと、変動パターン
コマンド決定部１４０が決定した変動パターンコマンドに基づいて特別図柄の表示を制御
している。普通図柄表示制御部１２ｆは、普通図柄抽選部１７０による普通図柄に係る抽
選結果のコマンドを受け、そのコマンドに基づいて普通図柄の表示の制御を行っている。
また、ランプ制御処理部１２ｃは、主制御処理部１１からコマンドを受けて各種ランプや
電飾の点灯制御を行うものである。
【００２７】
　払出制御処理部１２ｅは、ＣＲユニットからの信号を受けて遊技球を遊技者に貸し出す
ように賞球払出装置１４を制御する他、始動入賞口３７などに遊技球が入賞した場合に所
定個数の賞球を遊技者に対して払い出すように賞球払出装置１４を制御している。発射制
御処理部１３は、ハンドル７の回動量に応じて、発射装置９に対する作動の制御を行う装
置である。より具体的に言うと、発射装置９に対して通電させたり、通電を停止したり、
あるいは、通電電流を変化させるといった制御処理を行う。なお、この発射制御処理部１
３は、払出制御処理部１２ｅと接続されており、ＣＲユニットが接続されていない場合に
発射停止信号が受信されるようになっている。
【００２８】
　続いて、本発明の実施の形態例に係る可動役物（遊技機用役物）ＳＹについて、図６～
図２６を参照しながら詳細に説明していくことにする。可動役物ＳＹは、図６～図１１に
示すように、ケーシング５０と、このケーシング５０の開口部５１の内部に取り付けられ
、開口部５１を開閉するシャッター部材６０と、ケーシング５０の内部であって、シャッ
ター部材６０の裏面側に配置された発光体９０と、この発光体９０の裏面側に配置され、
シャッター部材６０を開閉駆動するソレノイド（駆動装置）８０と、シャッター部材６０
とソレノイド８０とを連結するリンク機構７０とを備えて構成されている。
【００２９】
　ケーシング５０は、円筒形状を成し、その円形断面の開口部５１を正面側に向けた状態
で（遊技者を向くようにして）遊技盤３に取り付けられている。なお、遊技盤３への取り
付けは、ケーシング５０の後端側の上部に２か所と下部に２か所の合計４か所に設けられ
た取付座５２ａ～５２ｄ（図７参照）にネジ止めすることにより行われる。
【００３０】
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　シャッター部材６０は、図１３および図１４に主に示すように、６個のシャッター小片
６５ａ～６５ｆを備えている。シャッター小片６５ａ～６５ｆは、開口部５１に上下方向
に一列に整列して並べられており、これらのシャッター小片６５ａ～６５ｆが回動するこ
とにより、開口部５１の内部が遮蔽されたり露呈されたりするようになっている。
【００３１】
　シャッター小片６５ａは、開口部５１に合致する（開口部５１と略同一径の大きさの）
円盤状部材を水平方向に６個に分割した形状の短冊状部材６１ａ～６１ｆのうちの１つの
短冊状部材６１ａと、この短冊状部材６１ａのうち分割により形成された辺の略延長線上
に軸部６２ａが一体的に取り付けられて構成されている。より詳細に言えば、短冊状部材
６１ａは、分割により形成された直線状の辺と、この辺の両端を結ぶ円弧で形成された半
月板の如き形状を成しており、軸部６２ａは、短冊状部材６１ａの直線状の辺の両端部近
傍の位置から互いに水平（直線状の辺の略延長線上の方向）かつ外方に向かって延びてい
る。
【００３２】
　そして、このシャッター小片６５ａは、上記した辺が下側を向くようにしてケーシング
５０の開口部５１の内部に配置され、この状態で軸部６２ａの両端部がケーシング５０に
軸支される。よって、軸部６２ａ回りに短冊状部材６１ａを回動しても、短冊状部材６１
ａがケーシング５０の内壁と干渉することはないのである。なお、軸部６２ａの一方の端
部（図１４では右側の端部）には、クランク状に曲げられたクランクアーム６３ａが設け
られており、このクランクアーム６３ａの端部を回転させると、この回転に伴ってシャッ
ター小片６５ａが回動するようになっている。
【００３３】
　シャッター小片６５ｂは、開口部５１に合致する（開口部５１と略同一径の大きさの）
円盤状部材を水平方向に６個に分割した形状の短冊状部材６１ａ～６１ｆのうちの１つの
短冊状部材６１ｂと、この短冊状部材６１ｂのうち分割により形成された辺の略延長線上
に軸部６２ｂが一体的に取り付けられて構成されている。より詳細に言えば、短冊状部材
６１ｂは、分割により形成された直線状の２つの辺と、これら２つの辺の両端同士を結ぶ
２つの円弧で形成された略台形の如き形状を成しており、軸部６２ｂは、短冊状部材６１
ｂの直線状の２つの辺のうち長い辺の両端部近傍の位置から互いに水平（長い方の辺の略
延長線上の方向）かつ外方に向かって延びている。
【００３４】
　そして、このシャッター小片６５ｂは、上記した２つの辺のうち長い辺が下側を向くよ
うにしてケーシング５０の開口部５１の内部に配置され、この状態で軸部６２ｂの両端部
がケーシング５０に軸支される。よって、軸部６２ｂ回りに短冊状部材６１ｂを回動して
も、短冊状部材６１ｂの両角部がケーシング５０の内壁と干渉することはないのである。
なお、軸部６２ｂの一方の端部（図１４では右側の端部）には、クランク状に曲げられた
クランクアーム６３ｂが設けられており、このクランクアーム６３ｂの端部を回転させる
と、この回転に伴ってシャッター小片６５ｂが回動するようになっている。
【００３５】
　シャッター小片６５ｃは、開口部５１に合致する（開口部５１と略同一径の大きさの）
円盤状部材を水平方向に６個に分割した形状の短冊状部材６１ａ～６１ｆのうちの１つの
短冊状部材６１ｃと、この短冊状部材６１ｃのうち分割により形成された辺の略延長線上
に軸部６２ｃが一体的に取り付けられて構成されている。より詳細に言えば、短冊状部材
６１ｃは、分割により形成された直線状の２つの辺と、これら２つの辺の両端同士を結ぶ
２つの円弧で形成された略台形の如き形状を成しており、軸部６２ｃは、短冊状部材６１
ｃの直線状の２つの辺のうち長い辺の両端部近傍の位置から互いに水平（長い方の辺の略
延長線上の方向）かつ外方に向かって延びている。
【００３６】
　そして、このシャッター小片６５ｃは、上記した２つの辺のうち長い辺が下側を向くよ
うにしてケーシング５０の開口部５１の内部に配置され、この状態で軸部６２ｃの両端部
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がケーシング５０に軸支される。よって、軸部６２ｃ回りに短冊状部材６１ｃを回動して
も、短冊状部材６１ｃの両角部がケーシング５０の内壁と干渉することはないのである。
なお、軸部６２ｃの一方の端部（図１４では右側の端部）には、クランク状に曲げられた
クランクアーム６３ｃが設けられており、このクランクアーム６３ｃの端部を回転させる
と、この回転に伴ってシャッター小片６５ｃが回動するようになっている。
【００３７】
　シャッター小片６５ｄは、開口部５１に合致する（開口部５１と略同一径の大きさの）
円盤状部材を水平方向に６個に分割した形状の短冊状部材６１ａ～６１ｆのうちの１つの
短冊状部材６１ｄと、この短冊状部材６１ｄのうち分割により形成された辺の略延長線上
に軸部６２ｄが一体的に取り付けられて構成されている。より詳細に言えば、短冊状部材
６１ｄは、分割により形成された直線状の２つの辺と、これら２つの辺の両端同士を結ぶ
２つの円弧で形成された略台形の如き形状を成しており、軸部６２ｄは、短冊状部材６１
ｄの直線状の２つの辺のうち長い辺の両端部近傍の位置から互いに水平（長い方の辺の略
延長線上の方向）かつ外方に向かって延びている。
【００３８】
　そして、このシャッター小片６５ｄは、上記した２つの辺のうち長い辺が上側を向くよ
うにしてケーシング５０の開口部５１の内部に配置され、この状態で軸部６２ｄの両端部
がケーシング５０に軸支される。よって、軸部６２ｄ回りに短冊状部材６１ｄを回動して
も、短冊状部材６１ｄの両角部がケーシング５０の内壁と干渉することはないのである。
なお、軸部６２ｄの一方の端部（図１４では右側の端部）には、クランク状に曲げられた
クランクアーム６３ｄが設けられており、このクランクアーム６３ｄの端部を回転させる
と、この回転に伴ってシャッター小片６５ｄが回動するようになっている。
【００３９】
　シャッター小片６５ｅは、開口部５１に合致する（開口部５１と略同一径の大きさの）
円盤状部材を水平方向に６個に分割した形状の短冊状部材６１ａ～６１ｆのうちの１つの
短冊状部材６１ｅと、この短冊状部材６１ｅのうち分割により形成された辺の略延長線上
に軸部６２ｅが一体的に取り付けられて構成されている。より詳細に言えば、短冊状部材
６１ｅは、分割により形成された直線状の２つの辺と、これら２つの辺の両端同士を結ぶ
２つの円弧で形成された略台形の如き形状を成しており、軸部６２ｅは、短冊状部材６１
ｅの直線状の２つの辺のうち長い辺の両端部近傍の位置から互いに水平（長い方の辺の略
延長線上の方向）かつ外方に向かって延びている。
【００４０】
　そして、このシャッター小片６５ｅは、上記した２つの辺のうち長い辺が上側を向くよ
うにしてケーシング５０の開口部５１の内部に配置され、この状態で軸部６２ｅの両端部
がケーシング５０に軸支される。よって、軸部６２ｅ回りに短冊状部材６１ｅを回動して
も、短冊状部材６１ｅの両角部がケーシング５０の内壁と干渉することはないのである。
なお、軸部６２ｅの一方の端部（図１４では右側の端部）には、クランク状に曲げられた
クランクアーム６３ｅが設けられており、このクランクアーム６３ｅの端部を回転させる
と、この回転に伴ってシャッター小片６５ｅが回動するようになっている。
【００４１】
　シャッター小片６５ｆは、開口部５１に合致する（開口部５１と略同一径の大きさの）
円盤状部材を水平方向に６個に分割した形状の短冊状部材６１ａ～６１ｆのうちの１つの
短冊状部材６１ｆと、この短冊状部材６１ｆのうち分割により形成された辺の略延長線上
に軸部６２ｆが一体的に取り付けられて構成されている。より詳細に言えば、短冊状部材
６１ｆは、分割により形成された直線状の辺と、この辺の両端を結ぶ円弧で形成された半
月板の如き形状を成しており、軸部６２ｆは、短冊状部材６１ｆの直線状の辺の両端部近
傍の位置から互いに水平（直線状の辺の略延長線上の方向）かつ外方に向かって延びてい
る。
【００４２】
　そして、このシャッター小片６５ｆは、上記した辺が上側を向くようにしてケーシング
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５０の開口部５１の内部に配置され、この状態で軸部６２ｆの両端部がケーシング５０に
軸支される。よって、軸部６２ｆ回りに短冊状部材６１ｆを回動しても、短冊状部材６１
ｆがケーシング５０の内壁と干渉することはないのである。なお、軸部６２ｆの一方の端
部（図１４では右側の端部）には、クランク状に曲げられたクランクアーム６３ｆが設け
られており、このクランクアーム６３ｆの端部を回転させると、この回転に伴ってシャッ
ター小片６５ｆが回動するようになっている。
【００４３】
　ここで、シャッター小片６５ａとシャッター小片６５ｆとは、同一形状をなす一対のシ
ャッター小片であり、シャッター小片６５ｂとシャッター小片６５ｅとは、同一形状をな
す一対のシャッター小片であり、シャッター小片６５ｃとシャッター小片６５ｄとは、同
一形状をなす一対のシャッター小片である。即ち、シャッター部材６０は、一対のシャッ
ター小片を３組備えて構成されており、それぞれの対のうちの一方であるシャッター小片
６５ａ、シャッター小片６５ｂ、およびシャッター小片６５ｃにより第１シャッター小片
の群が構成され、それぞれの対のうちの他方であるシャッター小片６５ｄ、シャッター小
片６５ｅ、およびシャッター小片６５ｆにより第２シャッター小片の群が構成されている
。これら第１シャッター小片の群と第２シャッター小片の群は、それぞれのシャッター小
片の軸部が水平線に沿って互いに平行に並べられると共に、開口部５１の中心点を通る水
平線（中心線）を対称軸として線対称となるように配置されている。
【００４４】
　また、図１０、図１２および図１４に主に示すように、シャッター小片６５ａ～６５ｆ
が閉じている状態において、短冊状部材６１ａの直線状の辺と、短冊状部材６１ｂの２つ
の辺のうち短い方の辺とは、前後方向に重なり合っており、短冊状部材６１ａの表面のう
ち直線状の辺の縁辺部には、コーナーエッジを辺に沿って切り落としたテーパ状の傾斜６
６ａが形成されている。一方、短冊状部材６１ｂの裏面のうち短い辺（上側の辺）の縁辺
部にも、同様にコーナーエッジを辺に沿って切り落としたテーパ状の傾斜６６ｂ－１が形
成されている。この傾斜６６ａと傾斜６６ｂ－１とが重なり合うことで、シャッター小片
６５ａとシャッター小片６５ｂとが隙間なくぴったりと接触するため、後述する発光体９
０の光が外部に漏れることが防止されるのである。
【００４５】
　同様にして、シャッター小片６５ｂの短冊状部材６１ｂの表面のうち長い辺（下側の辺
）の縁辺部にもテーパ状の傾斜６６ｂ－２が設けられ、シャッター小片６５ｃの短冊状部
材６１ｃの裏面のうち短い辺（上側の辺）の縁辺部にもテーパ状の傾斜６６ｃが設けられ
ており、この傾斜６６ｂ－２と傾斜６６ｃとが重なり合うことにより、シャッター小片６
５ｂとシャッター小片６５ｃとが隙間なく接触するようになっている。同じように、シャ
ッター小片６５ｄの短冊状部材６１ｄの裏面のうち短い辺（下側の辺）の縁辺部にもテー
パ状の傾斜６６ｄが設けられ、シャッター小片６５ｅの短冊状部材６１ｅの表面のうち長
い辺（上側の辺）の縁辺部にもテーパ状の傾斜６６ｅ－２が設けられており、シャッター
小片６５ｅの短冊状部材６１ｅの裏面のうち短い辺（下側の辺）の縁辺部にもテーパ状の
傾斜６６ｅ－１が設けられ、シャッター小片６５ｆの短冊状部材６１ｆの表面のうち直線
上の辺（上側の辺）の縁辺部にもテーパ状の傾斜６６ｆが設けられている。そして、隣り
合う短冊状部材の傾斜同士が隙間なく接触することにより、発光体９０からの光の漏えい
を防止している。
【００４６】
　ここで、シャッター小片６５ｃとシャッター小片６５ｄとは互いに逆向きに回動するよ
うになっているため、これらのシャッター小片の短冊状部材同士が重なり合うような構成
とはなっていない。即ち、短冊状部材６１ｃの長い辺の部分（下側の辺）と短冊状部材６
１ｄの長い辺の部分（上側の辺）にはテーパ状の傾斜は形成されていないのである。
【００４７】
　なお、図１０および図１２において、隣り合うシャッター小片の短冊状部材が重なり合
う部分、即ち傾斜が形成されている部分は、隙間が生じているような図になっているが、
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これはテーパ状の傾斜が形成されていることを明確に示すためにこのような図となってい
るだけであり、シャッター小片６５ａ～６５ｆが図１０にあるように閉じた状態では、実
際には傾斜同士は接触している。
【００４８】
　次に、リンク機構７０について説明すると、図１３、図１５および図１６に主に示すよ
うに、リンク機構７０は、サブアーム７１と、一端側がサブアーム７１と係合し、他端側
がシャッター小片６５ａ～６５ｆのクランクアーム６３ａ～６３ｆと係合するメインアー
ム７３とを備えて構成されている。具体的な構成について説明すると、まず、サブアーム
７１は、Ｌ字型の形状をなす１対のＬ字アーム７１ａ、７１ｂと、これら１対のＬ字アー
ム７１ａ、７１ｂをそれぞれ回動自在に支持する軸７２ａ、７２ｂとを備えている。Ｌ字
アーム７１ａは、その一端にソレノイド８０の可動鉄心８０ａの先端に取り付けられた連
結バー８１と係合するための係合穴７１ａ－１が設けられ、他端に、先端側が開放された
断面Ｕ字状の保持部７１ａ－２が設けられ、Ｌ字状に屈曲した屈曲部に軸７２ａを挿し込
むための軸穴が設けられた形状からなり、ソレノイド８０の可動鉄心８０ａの直動動作に
より、軸７２ａを中心に保持部７１ａ－２が回動するようになっている。
【００４９】
　また、Ｌ字状アーム７１ｂもＬ字状アーム７１ａと同じように、その一端にソレノイド
８０の可動鉄心８０ａの先端に取り付けられた連結バー８１と係合するための係合穴７１
ｂ－１が設けられ、他端に、先端側が開放された断面Ｕ字状の保持部７１ｂ－２が設けら
れ、Ｌ字状に屈曲した屈曲部に軸７２ｂを挿し込むための軸穴が設けられた形状となって
いる（図１１参照）。そして、ソレノイド８０の動作によって、Ｌ字アーム７１ａと７１
ｂは一体となって軸７２ａ、７２ｂ回りに回動する。
【００５０】
　メインアーム７３は、その一端に設けられ、複数の連結穴７５ａ～７５ｆを有する連結
部７４と、その他端から後方に延在する一対の支持腕７７ａ、７７ｂと、これら一対の支
持腕７７ａ，７７ｂから互いに近接するように鉛直方向に突出した一対のピン７３ａ、７
３ｂとを備えた構成となっている。連結穴７５ａ～７５ｆは、シャッター小片６５ａ～６
５ｆのクランクアーム６３ａ～６３ｆの直径より若干大きい幅の長穴形状を成しており、
クランクアーム６３ａ～６３ｆは、連結穴７５ａ～７５ｆに挿入された状態で当該連結穴
の内部を移動することができるようになっている。また、一対のピン７３ａ、７３ｂは、
Ｌ字アーム７１ａ、７１ｂの断面Ｕ字状の保持部７１ａ－２、７１ｂ－２に挟まれるよう
にして取り付けられており、Ｌ字アーム７１ａ、７１ｂがソレノイド８０により回動する
動作に伴って、メインアーム７３がピン７３ａ、７３ｂを介して直線運動するようになっ
ている。
【００５１】
　ソレノイド８０は、可動鉄心８０ａが直動するタイプのものであって、通常はバネの付
勢力によって可動鉄心８０ａは突出した状態となっているが、内蔵されたコイルが励磁さ
れると、この可動鉄心８０ａがバネの付勢力に抗して引き込まれるようになっている。ま
た、発光体９０は、円盤状の基板９１の上に複数個のＬＥＤ９２を設けて構成されており
、シャッター部材６０が開けられると、遊技者に向けて光を発することができるようにな
っている。なお、シャッター部材６０と発光体９０の間には、光を拡散するためにローレ
ット加工が施された透明板が設けられている。
【００５２】
　次に、このように構成された可動役物ＳＹの開閉動作について説明する。通常の状態で
は、シャッター部材６０は、図６に示すように閉じた状態となっている。シャッター部材
６０を閉じた状態にする（閉じ位置まで回動させる）には、ソレノイド８０を非励磁にす
る。そうすると、図１５に示すようにソレノイド８０の可動鉄心８０ａがバネの付勢力に
より図中Ａ方向に突出するので、サブアーム７１のＬ字アーム７１ａが軸７２ａ回りに図
中Ｂ方向に回動する。同時に、Ｌ字アーム７１ｂも軸７２ｂ回りに図中Ｂ方向に回動する
。この回動により、メインアーム７３のピン７３ａ、７３ｂが図中Ｃ方向に引っ張られる
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ので、メインアーム７３は図中Ｃ方向にスライドする。このメインアーム７３のＣ方向へ
のスライド動作により、図１６に示すように、第１シャッター小片の群を構成するシャッ
ター小片６５ａ～６５ｃのクランクアーム６３ａ～６３ｃが、それぞれの軸部６２ａ～６
２ｃを中心として一斉に図中Ｄ方向（時計回り）に回動する。これにより、第１シャッタ
ー小片群６５ａ～６５ｃの短冊状部材６１ａ～６１ｃは、図１４に示すように平伏した状
態となる。
【００５３】
　一方、第２シャッター小片の群を構成するシャッター小片６５ｄ～６５ｆのクランクア
ーム６３ｄ～６３ｆは、それぞれの軸部６２ｄ～６２ｆを中心として一斉に図中Ｅ方向（
反時計回り）に回動する。これにより、第２シャッター小片群６５ｄ～６５ｆの短冊状部
材６１ｄ～６１ｆは、図１４に示すように平伏した状態となる。このように、ケーシング
５０の開口部５１の内部で、シャッター小片６５ａ～６５ｆが閉じた状態となって短冊状
部材６１ａ～６１ｆが開口部５１を塞ぐため、発光体９０の光路が遮断されるのである。
即ち、図１０、図１３等に示すようにシャッター小片６５ａ～６５ｆの短冊状部材６１ａ
～６１ｆが全て平伏した状態となるまでシャッター小片６５ａ～６５ｆがそれぞれ軸部６
２ａ～６２ｆ回りに回動した位置が発光体の光路を遮断する光路遮断位置（閉じ位置）で
ある。この位置は、全ての短冊状部材６１ｄ～６５ｆにより開口部５１の内径と同じ円盤
形状を形成するまでシャッター小片６５ａ～６５ｆが回動した位置と言うこともできる。
【００５４】
　次に、シャッター部材６０を開けた状態にする（開き位置まで回動させる）には、ソレ
ノイド８０を励磁する。そうすると、図２５に示すようにソレノイド８０の可動鉄心８０
ａが磁力により図中Ｆ方向に引き込まれるため、サブアーム７１のＬ字アーム７１ａが軸
７２ａ回りに図中Ｇ方向に回動する。同時に、Ｌ字アーム７１ｂも軸７２ｂ回りに図中Ｇ
方向に回動する。この回動により、メインアーム７３のピン７３ａ、７３ｂが図中Ｈ方向
に押されるので、メインアーム７３は図中Ｈ方向にスライドする。このメインアーム７３
のＨ方向へのスライド動作により、図２６に示すように、第１シャッター小片の群を構成
するシャッター小片６５ａ～６５ｃのクランクアーム６３ａ～６３ｃが、それぞれの軸部
６２ａ～６２ｃを中心として一斉に図中Ｉ方向（反時計回り）に回動する。これにより、
第１シャッター小片群６５ａ～６５ｃの短冊状部材６１ａ～６１ｃは、図２４に示すよう
に互いに対面するように起き上がった状態となる。
【００５５】
　一方、第２シャッター小片の群を構成するシャッター小片６５ｄ～６５ｆのクランクア
ーム６３ａ～６３ｃは、それぞれの軸部６２ｄ～６２ｆを中心として一斉に図中Ｊ方向（
時計回り）に回動する。これにより、第２シャッター小片群６５ｄ～６５ｆの短冊状部材
６１ｄ～６１ｆは、図２４に示すように互いに対面するように起き上がった状態となる。
このように、ケーシング５０の開口部５１の内部で、シャッター小片６５ａ～６５ｆの短
冊状部材６１ａ～６１ｆ全てが起き上がった状態となることにより、短冊状部材と短冊状
部材との間に隙間ができるので、この隙間により発光体９０の光路が開放される（遊技者
に光が届く）こととなる。即ち、図２１、図２３等に示すようにシャッター小片６５ａ～
６５ｆの短冊状部材６１ａ～６１ｆが全て起立した状態となるまでシャッター小片６５ａ
～６５ｆが軸部６２ａ～６２ｆ回りに回動した位置が発光体の光路を開放する光路開放位
置（開き位置）である。このように、シャッター部材６０はソレノイド８０の励磁／非励
磁により開閉動作が選択的に切り替わるのである。
【００５６】
　以上、説明したように本実施形態に係る可動役物ＳＹによれば、シャッター小片６５ａ
～６５ｆを回動させても、全ての短冊状部材６１ａ～６１ｆがケーシング５０の内壁と干
渉することがないので、シャッター部材６０を円筒状のケーシング５０の開口部５１の内
部に取り付けることができる。そのため、矩形箱状のケーシングに比べて４つの角部の分
だけ可動役物の大きさを小型化できる。
【００５７】
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　しかも、短冊状部材同士が重なり合う部分にはテーパ状の傾斜６６ａ、６６ｂ－１、６
６ｂ－２、６６ｃ、６６ｄ、６６ｅ－１、６６ｅ－２、６６ｆがあり、シャッター部材６
０が閉じている状態（光路遮断位置にある状態）では、この傾斜によりシャッター小片同
士が隙間なく接触することができるため、発光体９０の光路を確実に遮断できる。つまり
、光が漏れるのを防止できるのである。
【符号の説明】
【００５８】
　５０　ケーシング
　５１　開口部
　６０　シャッター部材
　６１ａ～６１ｆ　短冊状部材
　６２ａ～６２ｆ　軸部
　６３ａ～６３ｆ　クランクアーム
　６５ａ～６５ｆ　シャッター小片
　６６ａ、６６ｃ、６６ｄ、６６ｆ　傾斜
　６６ｂ－１，６６ｂ－２，６６ｅ－１，６６ｅ－２　傾斜
　７０　リンク機構
　７１　サブアーム
　７１ａ，７１ｂ　Ｌ字アーム
　７１ａ－１、７１ｂ－１　係合穴
　７１ａ－２、７１ｂ－２　保持部
　７２ａ，７２ｂ　軸
　７３　メインアーム
　７３ａ，７３ｂ　ピン
　７４　連結部
　７５ａ～７５ｆ　連結穴
　７７ａ，７７ｂ　支持腕
　８０　ソレノイド（駆動装置）
　８０ａ　可動鉄心
　８１　連結バー
　９０　発光体
　９１　基板
　９２　ＬＥＤ
　Ｐ　パチンコ機（遊技機）
　ＳＹ　可動役物（遊技機用役物）
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